
情
報
局

み
す

か

か
み
す
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ン
の
改
訂

問
市
民
協
働
課

☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
7
8

　
か
み
す
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ン（
第
2
次
神

栖
市
男
女
共
同
参
画
計
画
）は
、
2
0
1
8

〜
2
0
2
7
年
度
の
10
年
間
で
、「
ひ
と
に

や
さ
し
く
で
き
る
ま
ち
・
か
み
す
」
の
実

現
の
た
め
の
取
り
組
み
を
ま
と
め
た
も
の

で
す
。
計
画
期
間
の
前
半
が
終
了
し
た
た

め
、
社
会
情
勢
な
ど
を
考
慮
し
、
一
部
改

訂
を
行
な
い
ま
し
た
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

　
確
認
で
き
ま
す

暮
ら
し

児
童
扶
養
手
当
額
の
引
き
上
げ

問
こ
ど
も
福
祉
課

☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
2
0
5

　
4
月
分
か
ら
、
2
・
5
％
の
引
き
上
げ

と
な
り
ま
す
。

■ 

本
体
額

全
部
支
給
＝
4
4
1
4
0
円

一
部
支
給
＝
4
4
1
3
0
〜
1
0
4
1
0

円■ 

第
2
子
加
算
額

全
部
支
給
＝
1
0
4
2
0
円

一
部
支
給
＝
1
0
4
1
0
〜
5
2
1
0
円

■ 

第
3
子
以
降
加
算
額

全
部
支
給
＝
6
2
5
0
円

一
部
支
給
＝
6
2
4
0
〜
3
1
3
0
円

暮
ら
し

講
座
・
教
室

相
　
談

2
0
2
3
年
度
版

子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
問
子
育
て
支
援
課

☎
0
2
9
9
‐
77
‐
7
0
1
1

　
妊
娠
・
出
産
期
か
ら
子
ど
も
の
年
齢
に

応
じ
た
制
度
や
諸
手
当
、
各
種
相
談
先
な

ど
子
育
て
に
役
立
つ
情
報
が
満
載
！

配
布
施
設
＝
市
役
所（
本
庁
舎
、
分
庁
舎
）、

波
崎
総
合
支
所
・
防
災
セ
ン
タ
ー
、
保

健
・
福
祉
会
館
、
は
さ
き
保
健
・
交
流
セ

ン
タ
ー
、
各
図
書
館
、
各
公
民
館
、
各
児

童
館
、
各
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

※�

母
子
健
康
手
帳
交
付
時
、
2
か
月
児
家

庭
訪
問
、
1
歳
6
か
月
児
健
診
で
も
配

布
し
て
い
ま
す

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

　
確
認
で
き
ま
す

募
　
集

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

神
栖
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
改
訂（
案
）

申
・
問
水
道
課

☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
6
4

　
安
全
・
安
心
な
水
道
水
を
安
定
的
に
供

給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
2
0
1
8
年

に
更
新
し
た
「
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
見
直

し
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
計
画
案
に
つ
い
て
意
見
を
募
集
し

ま
す
。

閲
覧
・
提
出
期
間
＝
5
月
1
日（
月
）ま
で

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

閲
覧
場
所
＝
水
道
課
、
市
民
生
活
課
、
各

公
民
館
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

提
出
方
法
＝
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
と

意
見
を
記
入
し
、
郵
送
、
F
A
X
、
持
参

ま
た
は
い
ば
ら
き
電
子
申
請
・
届
出
サ
ー

ビ
ス
で
提
出

提
出
先
＝
水
道
課

〒
3
1
4
‐
0
1
9
2

神
栖
市
溝
口
4
9
9
1
‐
5　

O
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
1
7

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
再
延
長

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
被
用
者（
会
社
な
ど
に
勤

め
て
い
る
方
）で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
感
染
す
る
な
ど
し
、
療
養
の

た
め
に
会
社
を
休
み
、
給
与
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
方
は
、
傷
病

手
当
金
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　
3
月
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
適
用
期
間

が
、
再
度
延
長
に
な
り
ま
し
た
。

　
手
続
き
な
ど
詳
し
く
は
、
電
話
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

適
用
期
間
＝
2
0
2
0
年
1
月
1
日
〜

2
0
2
3
年
5
月
7
日

問
合
先

国
保
年
金
課

■
国
民
健
康
保
険
の
方

　
☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
2

■
後
期
高
齢
者
医
療
の
方

　
☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
3

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

軽
減
措
置

問
国
保
年
金
課

☎
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
4
3

　
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
の
軽
減
措

置
に
つ
い
て
、
均
等
割
額
の
5
割
軽
減
・

2
割
軽
減
対
象
世
帯
に
係
る
所
得
判
定
基

準
が
4
月
1
日
か
ら
改
正
に
な
り
ま
し
た
。

改
正
後

■�

5
割
軽
減
対
象
世
帯

　

�

世
帯（
被
保
険
者
と
世
帯
主
）の
総
所
得

等
が

　

�

43
万
円
＋
10
万
円
×（
給
与
所
得
者
等

の
数
－
1
）＋
「
29
万
円
×
世
帯
の
被

保
険
者
数
」
以
下
の
世
帯

■�

2
割
軽
減
対
象
世
帯

　

�

世
帯（
被
保
険
者
と
世
帯
主
）の
総
所
得

等
が

　

�

43
万
円
＋
10
万
円
×（
給
与
所
得
者
等

の
数
－
1
）＋
「
53
・
5
万
円
×
世
帯

の
被
保
険
者
数
」
以
下
の
世
帯

掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更する場合があります。最新の情報は、問合先にご確認ください。
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